
 

 
 

▲ 労災病院への
アクセス 

横浜市救急相談センターの「こども」に関する医療機関案内の入電件数 
（R6.4.1～R6.10.31） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 午後６時から８時に高まる小児医療のニーズに対応するため、済生会横浜市東部病院及

び横浜労災病院において、急病の小児のための外来診療を夕方時間帯に実施します。 

０～15 歳までの方が、かかりつけの診療所等の診療時間外等に、急な病気や体調不良で

お困りの際にご利用いただけます。 

 

１ 概要 

  診 療 科：小児科 

  診療時間：平日・土曜日の午後６時から午後８時まで 

日曜日・祝日の午後４時から午後８時まで 

  実施機関：済生会横浜市東部病院（鶴見区） 

横浜労災病院（港北区） 

  開始日時：令和７年４月１日（火） 

  留意事項：上記医療機関は、入院や手術を必要とする緊急性の高い救急患者の治療を

担う救急医療機関であることから、緊急性のない受診の場合、時間外選定

療養費※の負担が必要となります。 

（※）時間外選定療養費とは、救急医療体制を維持するため、当該医療機関の診療時間外に、緊急の必

要がなく受診を希望する患者等に対し、診療費とは別に費用を求める制度です。 

 

２ 取組の背景 

救急相談センター（＃7119）の小児に関する医療機関案内の入電件数は、午後６時 

から８時にかけてピークを迎えるなど、小児医療のニーズは夕方時間帯に高まります。 

一方、この時間帯は、診療を終えている診療所等が多く、市内３か所の夜間急病セン

ターも診療開始前であることから、急病の小児医療体制の狭間といえます。 

そのため、小児人口の比較的多い北東部地域において、小児医療の充実に向けた本取

組を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ７ 年３ 月 2 6 日 
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済生会横浜市東部病院と横浜労災病院において 

夕方の急病のための小児外来を設置します！ 

▲ 東部病院への
アクセス 

急な病気で 
困った時は 

裏面あり 



 

 
 

今回新設 

参考１ 急な病気やけがで迷ったら 

救急相談センター♯7119（または 045-232-7119、045-523-7119）とダイヤルいただく

と、「救急受診できる病院・診療所」、「今すぐに受診すべきか救急車を呼ぶべきか」

を電話相談できます。 

 

参考２ 夜間・休日に急な病気で小児救急医療機関を受診したいとき 

  本市では、患者や住民の皆様が、安全・安心して適切な医療を受けることができるよ

う、救急医療機関と連携し、夜間急病センターや休日急患診療所等、夜間・休日に軽症

患者を受け入れる小児の初期救急医療※体制を整備しています。 

（※）初期救急医療とは、急な病気や体調不良のため、車や徒歩で来院し、外来の治療だけで帰宅可能な 

  軽症の患者を対象とした救急医療のことをいいます。 

 

【小児の初期救急医療体制の構成イメージ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

お問合せ先 

【夕方の急病時の小児外来に関すること】 

医療局医療政策課長  新堀 大吾  Tel 045-671-2438 

【救急医療に関すること】 

医療局救急・災害医療課長  鈴 木  健  Tel 045-671-3740 

■ 平日・土曜日の受入医療機関 

② 夕方 18 時～20 時（今回新設） 
・済生会横浜市東部病院(鶴見区) 

・横浜労災病院(港北区) 

   

③ 夜間 20 時～24 時 

  ・夜間急病センター(中区)  

  ・北部夜間急病センター(都筑区) 

  ・南西部夜間急病センター(泉区) 

 

④ 深夜 24 時～ 

・小児救急拠点病院（市内７病院） 

■ 日曜日・祝日の受入医療機関 

① 昼間 10 時～16 時 

・各区休日急患診療所（市内 18 診療所） 

 

② 夕方 16 時～20 時（今回新設） 

・済生会横浜市東部病院(鶴見区) 

・横浜労災病院(港北区) 

   

③ 夜間 20 時～24 時 

  ・夜間急病センター(中区)  

  ・北部夜間急病センター(都筑区) 

  ・南西部夜間急病センター(泉区) 

 

④ 深夜 24 時～ 

・小児救急拠点病院（市内７病院） 
各医療機関の詳細 ▶ 
横浜市ウェブサイト 
「急病時のご相談・ 
救急医療機関のご案内」 

(夕方帯) (夜間帯) (深夜帯)

診療所・病院等 ② ③ ④

日曜日
・祝日

10～16時 16～20時 20～24時 24時～

(昼間帯) (夕方帯)

平日・
土曜日

診療時間開始～18時 18～20時 20～24時 24時～

(昼間帯)

(夜間帯) (深夜帯)

① ② ③ ④


